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開会 １０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部で、松熊社会教育課長が所用のため欠席しておりますが、有隅課長

補佐が代理にて出席しております。 

  ただいまから平成３０年第３回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、１１番 

阿髙 紀幸 議員、１２番 荒牧 泰範 議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日８月１０日の１日間にしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第５５号と議案第５６号の計２議案

でございます。 

  それでは、議案第５５号と議案第５６号を一括議題といたします。 

  町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、平成３０年第２回臨時会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございます。 

  まず、７月６日,７日にかけて発生いたしました平成３０年７月豪雨により、各

地で大きな災害が起こりました。 

  今回の豪雨により災害は中部・西日本各地・四国・九州とこれまでに経験したこ

とのない広範囲で大規模な災害となりました。 

  お亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された

皆様に心からお見舞いを申し上げます。 
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  また、１日も早い復旧・復興を願っているところでございます。 

  まず、本日の臨時会をお願いするに至った経緯について申し上げます。 

  学校教育課では、来年度の学校施設環境改善事業に向け、本年度学校施設の保全

計画策定業務に取りかかることとしておりましたが、ご存じのとおり、今年の夏は

災害級の酷暑となっており、子ども達の安全を最優先に考え、幼稚園、小中学校の

空調整備を前倒しして取りかかることといたしました。 

  通常、実施設計には約６か月を要することから、９月議会を待って実施設計を行

っていては、今年度の国、これは文部科学省でございますが、国の学校施設環境改

善交付金事業の申請に間に合わないために、臨時会を開催するものでございます。 

  併せて、７月豪雨災害復旧事業に係る専決処分承認議案も、直近議会に諮る必要

があるため提案いたします。 

  では、提案の理由を申し上げます。 

  議案第５５号は、「専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）」であ

ります。 

  本議案は、〔平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について〕地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分を行いましたので、同条第３項の

規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 

  補正予算の内容は、平成３０年７月豪雨災害による被災箇所の早期復旧を行うた

め、復旧に係る設計委託料及び工事費用を予算計上するもので、当該予算の総額に

歳入歳出それぞれ４,０００万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ９９億３,

３３９万７,０００円とするものでございます。 

  議案第５６号は、「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）について」

であります。 

  本議案は、夏の猛暑による園児、児童及び生徒の健康と安全を考慮し、幼稚園及

び小中学校の普通教室等への空調設備設置に係る設計業務を実施するため予算を補

正するもので、当該予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５９９万３,０００円を追加

し、予算総額を歳入歳出それぞれ９９億４,９３９万円とするものであります。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 
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  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本日上程されました議案の委員会付託については、議案付託表のとおり、議案第

５５号、議案第５６号に、「議長を除く１１人で構成する予算特別委員会」を設置

し、これに付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

５番 村瀨 敬太郎 議員、副委員長は、６番 今長谷 武和 議員です。 

  それでは、この後、予算特別委員会を行いますので、直ちに全協室にお集まりく

ださい。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止 午前１０時０７分 

再開 午前１１時００分 

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 

  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第５５号「専決処分の承認を求めることについて（専決第５

号）」〔平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について〕を議題といた

します。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） はい、報告いたします。 

  議案第５５号「専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）」 

〔平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第３号）について〕 

  本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成３０年度篠栗町一般

会計補正予算（第３号）について、専決処分がなされたので、同条第３項の規定に

より議会の承認を求められたものであります。 

  予算の内容は、平成３０年度７月豪雨災害復旧のため、一般会計予算を４,００

０万円追加補正するもので、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９９億３,３３９万７,

０００円とするものであります。 
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  地方債では、災害復旧事業債において、起債の限度額３,２６０万円が追加され

ております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり承認い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、承認です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５５号は、委員長報告のとおり承認することに決定しました。 

  日程第６、議案第５６号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）につ

いて」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○予算特別委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第５６号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１,５９９万３,０００円を追加補

正し、予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億４,９３９万円とするものであります。 

  内容は、歳出においては、教育費の設計委託料。 

  歳入においては、地方交付税のうち普通交付税をそれぞれ１,５９９万３,０００

円増額補正するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

 ○議長（阿部 寛治）全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  これを持ちまして、本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成３０年第３回篠栗町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時０５分 
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